
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
五
十
四
号

○

東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
四
十
号

）
第
八
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
八
条
第
一
項
及
び
第
九
十
六
条
並
び
に
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の

財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
の
厚
生
労
働
省
関
係
規
定
の
施
行
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
百

三
十
一
号
）
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る

法
律
の
厚
生
労
働
省
関
係
規
定
の
施
行
等
に
関
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
公
布
の
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し

、
第
一
条
及
び
第
二
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
二
日

厚
生
労
働
大
臣

細
川

律
夫

東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
の
厚
生
労
働
省
関
係
規
定
の

施
行
等
に
関
す
る
告
示

（
法
第
八
十
六
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
費
用
の
額
）

第
一
条

東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。

）
第
八
十
六
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
費
用
の
額
は
、
児
童
福
祉
法
施
行
令
第
二
十
七
条
の
六
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
食
費
等
の
基
準
費
用
額
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
費
用
の
額
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省

告
示
第
五
百
六
十
号
）
に
規
定
す
る
額
（
そ
の
額
が
現
に
食
事
の
提
供
及
び
居
住
に
要
し
た
費
用
の
額
を
超
え
る
と



き
は
、
当
該
現
に
食
事
の
提
供
及
び
居
住
に
要
し
た
費
用
の
額
）
と
す
る
。

（
法
第
八
十
八
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
費
用
の
額
）

第
二
条

法
第
八
十
八
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
費
用
の
額
は
、
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
第
二
十
一

条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
食
費
等
の
基
準
費
用
額
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
費
用
の
額
（
平
成
十
八

年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
三
十
一
号
）
に
規
定
す
る
額
（
そ
の
額
が
現
に
食
事
の
提
供
及
び
居
住
に
要
し
た
費
用

の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
現
に
食
事
の
提
供
及
び
居
住
に
要
し
た
費
用
の
額
）
と
す
る
。

（
法
第
九
十
六
条
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
日
）

第
三
条

法
第
九
十
六
条
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
日
は
、
平
成
二
十
三
年
六
月
三
十
日
と
す
る
。

（
法
第
九
十
六
条
第
一
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
区
域
）

第
四
条

法
第
九
十
六
条
第
一
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
区
域
は
、
別
表
に
掲
げ
る
市
町
村
の
区
域
と
す
る
。

（
令
第
二
条
の
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
医
療
機
関
及
び
そ
の
施
設
）

第
五
条

東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
の
厚
生
労
働
省
関
係
規
定

の
施
行
等
に
関
す
る
政
令
（
次
項
に
お
い
て
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
表
上
欄
の
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
医

療
機
関
は
、
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
五
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ

る
医
療
を
提
供
す
る
医
療
機
関
そ
の
他
の
医
療
機
関
で
あ
っ
て
、
災
害
復
旧
の
必
要
性
が
特
に
高
い
と
認
め
ら
れ
る

も
の
と
す
る
。



２

令
第
二
条
の
表
下
欄
の
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
施
設
は
、
前
項
に
規
定
す
る
医
療
機
関
の
有
す
る
施
設
の
う
ち

、
災
害
復
旧
の
必
要
性
が
特
に
高
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

別
表
（
第
四
条
関
係
）

青
森
県

八
戸
市

上
北
郡
お
い
ら
せ
町

岩
手
県

盛
岡
市

宮
古
市

大
船
渡
市

花
巻
市

北
上
市

久
慈
市

遠
野
市

一
関
市

陸
前
高
田
市

釜
石
市

二
戸
市

八
幡
平
市

奥
州
市

岩
手
郡
雫
石
町

同
郡
葛
巻
町

同
郡
岩
手
町

同

郡
滝
沢
村

紫
波
郡
紫
波
町

同
郡
矢
巾
町

和
賀
郡
西
和
賀
町

胆
沢
郡
金
ケ
崎
町

西
磐
井
郡

平
泉
町

東
磐
井
郡
藤
沢
町

気
仙
郡
住
田
町

上
閉
伊
郡
大
槌
町

下
閉
伊
郡
山
田
町

同
郡
岩

泉
町

同
郡
田
野
畑
村

同
郡
普
代
村

九
戸
郡
軽
米
町

同
郡
野
田
村

同
郡
九
戸
村

同
郡
洋

野
町

二
戸
郡
一
戸
町

宮
城
県

仙
台
市

石
巻
市

塩
竈
市

気
仙
沼
市

白
石
市

名
取
市

角
田
市

多
賀
城
市

岩
沼
市

登
米
市

栗
原
市

東
松
島
市

大
崎
市

刈
田
郡
蔵
王
町

同
郡
七
ケ
宿
町

柴
田
郡
大
河
原
町

同
郡
村
田
町

同
郡
柴
田
町

同
郡
川
崎
町

伊
具
郡
丸
森
町

亘
理
郡
亘
理
町

同
郡
山
元
町

宮
城
郡
松
島
町

同
郡
七
ケ
浜
町

同
郡
利
府
町

黒
川
郡
大
和
町

同
郡
大
郷
町

同
郡
富
谷

町

同
郡
大
衡
村

加
美
郡
色
麻
町

同
郡
加
美
町

遠
田
郡
涌
谷
町

同
郡
美
里
町

牡
鹿
郡
女

川
町

本
吉
郡
南
三
陸
町



福
島
県

福
島
市

会
津
若
松
市

郡
山
市

い
わ
き
市

白
河
市

須
賀
川
市

喜
多
方
市

相
馬
市

二

本
松
市

田
村
市

南
相
馬
市

伊
達
市

本
宮
市

伊
達
郡
桑
折
町

同
郡
国
見
町

同
郡
川
俣

町

安
達
郡
大
玉
村

岩
瀬
郡
鏡
石
町

同
郡
天
栄
村

南
会
津
郡
下
郷
町

同
郡
檜
枝
岐
村

同

郡
只
見
町

同
郡
南
会
津
町

耶
麻
郡
北
塩
原
村

同
郡
西
会
津
町

同
郡
磐
梯
町

同
郡
猪
苗
代

町

河
沼
郡
会
津
坂
下
町

同
郡
湯
川
村

同
郡
柳
津
町

大
沼
郡
三
島
町

同
郡
金
山
町

同
郡

昭
和
村

同
郡
会
津
美
里
町

西
白
河
郡
西
郷
村

同
郡
泉
崎
村

同
郡
中
島
村

同
郡
矢
吹
町

東
白
川
郡
棚
倉
町

同
郡
矢
祭
町

同
郡
塙
町

同
郡
鮫
川
村

石
川
郡
石
川
町

同
郡
玉
川
村

同
郡
平
田
村

同
郡
浅
川
町

同
郡
古
殿
町

田
村
郡
三
春
町

同
郡
小
野
町

双
葉
郡
広
野
町

同
郡
楢
葉
町

同
郡
富
岡
町

同
郡
川
内
村

同
郡
大
熊
町

同
郡
双
葉
町

同
郡
浪
江
町

同
郡

葛
尾
村

相
馬
郡
新
地
町

同
郡
飯
舘
村

茨
城
県

水
戸
市

日
立
市

土
浦
市

石
岡
市

龍
ケ
崎
市

下
妻
市

常
総
市

常
陸
太
田
市

高
萩
市

北
茨
城
市

笠
間
市

取
手
市

牛
久
市

つ
く
ば
市

ひ
た
ち
な
か
市

鹿
嶋
市

潮
来
市

常
陸
大
宮
市

那
珂
市

筑
西
市

稲
敷
市

か
す
み
が
う
ら
市

桜
川
市

神
栖
市

行
方
市

鉾
田
市

つ
く
ば
み
ら
い
市

小
美
玉
市

東
茨
城
郡
茨
城
町

同
郡
大
洗
町

同
郡
城
里
町

那

珂
郡
東
海
村

久
慈
郡
大
子
町

稲
敷
郡
美
浦
村

同
郡
阿
見
町

同
郡
河
内
町

北
相
馬
郡
利
根

町



栃
木
県

宇
都
宮
市

小
山
市

真
岡
市

大
田
原
市

矢
板
市

那
須
塩
原
市

さ
く
ら
市

那
須
烏
山
市

芳
賀
郡
益
子
町

同
郡
茂
木
町

同
郡
市
貝
町

同
郡
芳
賀
町

塩
谷
郡
高
根
沢
町

那
須
郡
那

須
町

同
郡
那
珂
川
町

千
葉
県

千
葉
市
（
美
浜
区
に
限
る
。
）

旭
市

習
志
野
市

我
孫
子
市

浦
安
市

香
取
市

山
武
市

山
武
郡
九
十
九
里
町


